
奈
良
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
十
九
号

奈
良
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
十
九
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
を
既
存
の
規
模
を
超
え
な
い
範
囲
（
径

の
変
更
を
除
く
。
）
で
張
り
替
え
る
こ
と
（
色
彩
の
変
更
を
伴
わ
な
い
」
を
「
（
以
下
「
電
線
等
」
と

い
う
。
）
を
改
築
す
る
こ
と
又
は
既
存
の
電
線
等
に
沿
つ
て
電
線
等
を
新
築
若
し
く
は
増
築
す
る
こ
と

（
既
存
の
電
線
等
の
色
彩
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十

既
存
の
電
線
等
に
附
帯
す
る
工
作
物
を
新
築
、
改
築
又
は
増
築
す
る
こ
と
（
既
存
の
電
線
等

の
色
彩
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
。

第
十
五
条
第
二
十
二
号
を
削
り
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
通
信
ケ

ー
ブ
ル
」
の
下
に
「
並
び
に
引
込
み
に
要
す
る
設
備
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
二
十
二
号
と
し
、
同

条
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
一

変
圧
器
そ
の
他
の
電
柱
に
附
帯
す
る
設
備
を
改
築
又
は
増
築
す
る
こ
と
（
当
該
電
柱
の
高

さ
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
。

第
十
五
条
第
二
十
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
十
四
号
中
「
又
は
農
作
物
」
を
「
、
農
作
物
、
森
林
又

は
生
態
系
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
三
号
と
し
、
同
条
第
二
十
五
号
中
「
防
除
」
の
下
に
「
又

は
保
安
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
二
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
五

知
事
が
指
定
す
る
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
既
存
の
建
築
物
の
屋
根
面
に
太
陽
光
発
電

施
設
（
当
該
施
設
の
色
彩
及
び
形
態
が
自
然
公
園
の
風
致
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な

い
も
の
と
し
て
、
知
事
が
指
定
す
る
色
彩
及
び
形
態
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
十
号
中
「
又
は
電
線
路
の
維
持

」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
三
十
三
号
と
し
、
同
条
第
二
十
九
号
を
同
条
第
三
十
二
号
と
し
、
同
条
第

二
十
八
号
を
同
条
第
三
十
一
号
と
し
、
同
条
第
二
十
七
号
を
同
条
第
二
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次

の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
九

生
業
の
維
持
の
た
め
、
必
要
な
範
囲
内
で
竹
（
高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の
に
限
る
。
）
を
伐
採
す
る
こ
と
。



三
十

施
設
又
は
設
備
の
維
持
管
理
を
行
う
た
め
必
要
な
範
囲
内
で
竹
（
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の
に
限
る
。
）
を
伐
採
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
二
十
六
号
を
同
条
第
二
十
七
号
と
し
、
同
条
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
六

地
方
公
共
団
体
が
、
公
園
の
保
護
又
は
適
正
な
利
用
の
推
進
の
た
め
に
人
の
立
入
り
を
防

止
す
る
た
め
の
柵
又
は
当
該
公
園
の
利
用
者
数
を
計
測
す
る
た
め
の
機
器
そ
の
他
の
仮
設
の
工
作

物
（
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
水
平
投
影
面
積
が
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
四

電
線
路
の
維
持
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。

三
十
五

道
路
（
主
と
し
て
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
鉄
道
又
は
軌
道
の

交
通
の
障
害
と
な
る
木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。

三
十
六

牧
野
改
良
の
た
め
に
い
ば
ら
、
か
ん
木
等
を
除
去
す
る
こ
と
。

三
十
七

牧
野
そ
の
他
の
草
原
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
竹
又
は
か
ん
木
を
伐
採
す
る
こ

と
。

第
十
五
条
中
第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
十
三
号
を
第
四
十
七
号
と
し
、
第

三
十
八
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
七
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

三
十
八

条
例
第
十
七
条
第
三
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
採
取
等

規
制
植
物
」
と
い
う
。
）
の
保
護
増
殖
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
竹
又
は
か
ん
木
を
伐
採
す
る

こ
と
。

三
十
九

宅
地
の
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
（
条
例
第
十
七
条
第
三
項
第
三
号
の
知
事
が
指
定
す
る
区

域
内
に
お
い
て
損
傷
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

四
十

自
家
用
の
た
め
に
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

四
十
一

生
業
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
六
十
二
号
及
び
第
六
十
三
号
を
削
り
、
同
条
第
六
十
一
号
中
「
の
保
護
管
理
又
は
野
生

鳥
獣
の
保
護
増
殖
」
を
「
又
は
野
生
動
植
物
の
保
護
管
理
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
十
三
号
と
し
、

同
条
第
五
十
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
四
十
九
号
を
削
り
、
同
条
第
四

十
八
号
を
同
条
第
五
十
一
号
と
し
、
同
条
第
四
十
七
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四
十
八

電
線
路
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

四
十
九

牧
野
そ
の
他
の
草
原
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

五
十

採
取
等
規
制
植
物
の
保
護
増
殖
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。



第
十
五
条
第
七
十
三
号
中
「
あ
る
植
物
で
、
条
例
第
十
七
条
第
三
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

指
定
す
る
も
の
」
を
「
お
い
て
採
取
等
規
制
植
物
」
に
改
め
、
同
条
第
七
十
四
号
か
ら
第
七
十
七
号
ま

で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
十
四

農
業
を
営
む
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
採
取
等
規
制
植
物
を
損
傷
す
る
こ
と
。

七
十
五

牧
野
そ
の
他
の
草
原
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
採
取
等
規
制
植
物
を
損
傷
す
る

こ
と
。

七
十
六

採
取
等
規
制
植
物
の
保
護
増
殖
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
当
該
採
取
等
規
制
植
物
を
損

傷
す
る
こ
と
。

七
十
七

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
外
来
生
物
の
防
除
を
目
的
と
す
る
催
し
（
国
又
は
地
方
公

共
団
体
が
実
施
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
内
容
及
び
実
施
期
間
を
記
載
し
た
書

面
が
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
参
加
し
た
者
が
、
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
植
物
（

木
竹
を
除
く
。
）
を
採
取
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
八
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
十
四

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
外
来
生
物
の
防
除
を
目
的
と
す
る
催
し
（
国
又
は
地
方
公

共
団
体
が
実
施
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
内
容
及
び
実
施
期
間
を
記
載
し
た
書

面
が
、
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
参
加
し
た
者
が
、
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
動
物

を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
当
該
動
物
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
中
第
八
十
五
号
か
ら
第
九
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
第
九
十
三
号
を
第
八
十
五
号
と
し
、
第

九
十
四
号
を
第
八
十
六
号
と
し
、
第
九
十
五
号
を
第
八
十
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。八

十
八

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
許
可
に
係
る
特
定
外
来
生
物
の
放
出
等
を
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
中
第
九
十
六
号
か
ら
第
九
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
第
九
十
九
号
を
第
八
十
九
号
と
し
、
第

百
号
か
ら
第
百
十
二
号
ま
で
を
十
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
百
十
三
号
を
削
り
、
第
百
十
四
号
を
第
百
三

号
と
し
、
第
百
十
五
号
か
ら
第
百
二
十
七
号
ま
で
を
十
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
百
十
六
号
の
次
に
次

の
八
号
を
加
え
る
。

百
十
七

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七

十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
行
為
と
し
て
、
条
例
第
十
七

条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

百
十
八

奈
良
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
奈
良
県
条
例
第



五
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
に
係
る
行
為
と
し
て
、
条
例
第
十
七
条

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

百
十
九

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
行
為
と
し
て
、
条
例
第
十
七
条
第
三

項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

百
二
十

奈
良
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定

保
護
管
理
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
行
為
と
し
て
、
条
例
第
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ

る
も
の
を
行
う
こ
と
。

百
二
十
一

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
章
の
規
定

に
よ
る
防
除
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
行
為
と
し
て
、
条
例
第
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も

の
を
行
う
こ
と
。

百
二
十
二

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
全
事
業
の
実
施
の
た

め
に
必
要
な
行
為
と
し
て
、
条
例
第
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

百
二
十
三

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
条
例
第
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

百
二
十
四

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
よ
る
指
定
管
理
鳥
獣
の
捕
獲
に
伴
う
行
為
と
し
て
、

条
例
第
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

第
十
五
条
中
第
百
二
十
八
号
を
第
百
二
十
五
号
と
し
、
第
百
二
十
九
号
を
第
百
二
十
六
号
と
す
る
。

第
十
八
条
第
一
号
中
「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十
六
号
」
に
、
「
第
五
十
四
号
」
を
「
第
五
十
六

号
」
に
、
「
第
百
一
号
又
は
第
百
二
号
」
を
「
第
九
十
一
号
、
第
九
十
二
号
又
は
第
百
十
七
号
か
ら
第

百
二
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
三
号
か

ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

地
表
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
高
さ
で
、
広
告
物
等
（
表
示
面
の
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
（
同
一
敷
地
内
又
は
同
一
場
所
内
に
お
け
る
広
告

物
等
の
表
示
面
の
面
積
の
合
計
が
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
限
る
。
）
。

第
十
八
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

前
条
に
規
定
す
る
基
準
を
超
え
る
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
（
改
築
又
は
増
築
後
に

お
い
て
同
条
に
規
定
す
る
基
準
を
超
え
る
も
の
と
な
る
場
合
に
お
け
る
改
築
又
は
増
築
を
含
む
。



）
以
外
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
附
帯
す
る
行
為

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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